
届出書の計画に従っ
た伐採・造林を行わな
い場合

町長は伐採・造林計画
の変更命令ができる

町長は伐採・造林計画
の変更命令ができる

町長は伐採・造林計画
の変更命令ができる

命令に従わない場合には罰則(100万円以下の罰金)の対象

H28法改正により、町
への造林状況の報告

が必要

伐採開始
植栽によらなければ適
確な更新が困難な森
林においては人工造
林が必要

伐採及び伐採後の造林の届出制度
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伐採及び伐採後の造林の届け出制度のながれ

伐採及び伐採後の造
林の届出書の提出

罰則：100万円以下の
罰金の対象

無届で伐採

立木の伐採を予定する森林
(地域森林計画の対象となっている民有林で保安林及び保安施設地区の区域内の森林は除く)

保安林や保安林施設
地区である場合

1haを超える開発行
為(土地の形状の変
更)である場合

森林経営計画の対象
森林であって、当該計
画に従って伐採する場
合

その他

事前に県へ許可申請・
届出が必要
(法第34条第1項)

事前に県へ許可申請
が必要
(林地開発許可)
(法第34条第1項)

町への森林経営計画
の認定請求が必要
(法第11条第1項)
町へ事後の届け出が
必要
(法第15条)

町へ伐採の30日～
90日前に「伐採及び
伐採後の造林の届出」
が必要
(法第10条の8第1項)

地域森林計画対象森林において伐採を計画

町へ作業完了後、30
日以内に「森林の状況
の報告」が必要
（法第10条の8第2
項）

町の審査
伐採の継続
伐採後の造林未実施

届出書の計画書が町
の森林整備計画に適
合

届出書の計画書が町
の森林整備計画に不
適合

災害等の発生の恐れ
があるとき



全体 3782.39ha
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太良町における森林機能のゾーニング及び施業(面積図)
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土地所有者届出制度について

新たに森林の所有者となった者
(売買により10,000㎡以上の森林を含む土地の取得以外の森林の取得についてはすべて)

90日以内に届出
(国土利用計画法に基づき提出
したときは不要)

無届、虚偽届出については、10
万円以下の過料

町

保安林等に係る届出は30日以
内に通知

県

木材生産機能維持増進森林

3,647.11 ha
(木材生産機能のみ724.22ha)

水源涵養機能維持増進森林

2,922.89ha

伐期齢+10年 皆伐20ha未満施業
(2,689.43ha)

長伐期施業

(43.55ha)
更新を目的にした複層林施業

(99.83ha)

山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林

23.19ha

長伐期施業小面積皆伐

保健・文化機能維持増進森林

203.79 ha

（長伐期施業小面積皆伐171.51ha）

択伐による複層林施業


